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はじめに 

 

 PFOS（ペルフルオロオクタンスルホン酸）、PFOA（ペルフルオロオクタン酸）をはじめ

とする有機フッ素化合物 PFAS に対する環境リスクへの懸念が世界的に注目されている。 

我が国でも地下水や河川水からの PFAS 検出が相次いだことを受け、2020 年 2 月、暫定目

標値（PFOS と PFOA の合計で 50 ng/L）が設定されるとともに、水質管理目標値設定項目

に位置づけが変更された。その後、厚生労働省と環境省ではそれぞれ国内外の最新の科学的

知見および国内での検出情報の収集・評価を行い、対応方策を検討してきた結果、環境省は

2024 年 12 月に開催された「PFAS に対する総合戦略検討専門家会議」において PFOS およ

び PFOA を 2026 年 4 月より水道法上の「水質基準」に引き上げる方針を示し、了承され

た。 

「水道基準」に引き上げられると、自治体や水道事業者、専用水道設置者においては水質

検査の実施や PFAS 濃度が基準値を超過した場合の改善が法律で義務づけられることにな

る。 

本ガイドラインは、地下水を水源とする専用水道設置者等の地下水利用者が安全に地下

水を継続利用できるよう、PFAS の除去や対策について本協議会の自主規範とすべくまとめ

たものである。また、対策や除去後の処理方法などを分かり易く示すことを目的とする。具

体的には除去技術の選定、導入・運用のポイント、発生する残渣の適正な処理、現状の地下

水処理フローごとの対策等、実務に役立つ情報と事例を交えて提供するものとなっている。 

ただし，現状は PFAS 処理技術に関する実用的な情報が少ないため、定量的ではなく定性的

なものになったことは否めない。しかし、今後はこの定性的なガイドラインにもとづき

PFAS 対策がなされ、実用的な情報が増えるものと期待される。第 2 版はこれらの情報を集

め、より定量的なものに改編したいというのが編纂に携わった担当者の気持ちである。 

地下水は多くのメリットを有する貴重な水資源である。 

本ガイドラインが地下水利用者にとって有益な指針として、PFOS および PFOA の水質基

準化に向けた対策の一助となれれば幸いである。 

 

 

 

                                令和 8 年 1 月 

                     GWMA 地下水適正管理協議会 PFAS 部会 

                               部会長 佐藤 悦夫 
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Ⅰ. PFAS について 

1-1  PFAS とは 

PFAS（Perfluorinated alkyl sulfonates）とは、主に炭素とフッ素が強固に結びついた有機

フッ素化合物の総称であり、1 万種類以上も存在すると言われている。 

1940 年代から製造・使用が始まり現在では 4,000 種以上の PFAS が確認されている(図 1)。 

PFAS は極めて高い耐熱性、撥水性、耐薬品性を有し、その特性から幅広い用途に用いられ

てきた。ノンスティック加工された調理用具（例：フライパンのテフロン加工）、撥水・防

汚機能を持つ衣類やカーペット、消火用泡消火剤、食品包装材、半導体製造工程、医療機器、

電子機器部品などが代表的な使用例である。 

 

この物質の最大の特徴は、炭素―フッ素結合の非常に強い安定性により、自然環境ではほ

とんど分解されない点である。そのため「永遠の化学物質（Forever Chemicals）」と呼ばれ

ており、環境中に長期間残留しやすく、生物体内に蓄積する傾向も強い。 

 

PFAS の健康への影響も近年世界的に注目されている。動物実験や疫学研究の結果から、

PFAS は肝機能障害、免疫機能の低下、甲状腺機能障害、発がん性（特に腎臓がんや精巣が

ん）、生殖機能や胎児の発育への影響などとの関連が指摘されている。特に慢性的な低濃度

曝露による長期的な影響が懸念されており、今後さらなる科学的検証が求められている。 

 

PFAS の主な汚染源には、製造工場からの排水、使用済み濾材の廃棄、軍事施設や空港な

どで使用された泡消火剤などがある。これらの活動によって河川水や、我々の使用する地下

水が汚染され、住民の飲料水に PFAS が混入する事例が国内外で問題となっている。 
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図１ 有機フッ素化合物 PFAS の種類 出展：ITRC の PFAS ホームページ図 2-16 を改変 

 

1-2 国内外の規制状況 

代表的な PFAS である PFOS は、2009 年にストックホルム条約付属書 B、すなわち使用・

製造の制限対象物質に指定された。PFOA も、一定の条件下で同条約によって制限対象とさ

れた。これにより、加盟国にはこれら物質の使用・排出の削減義務が発生する。 

ただし、条約で規制されているのは限定された PFAS 種であり、すべての PFAS を包括的

に規制しているわけではない。 

 

欧州（EU/ECHA） 

欧州では、化学物質規制枠組みである REACH（Registration, Evaluation, Authorization 

and Restriction of Chemicals）を通じて PFAS 規制を強化しようとする動きがある。特に、

デンマーク、ドイツ、オランダ、ノルウェー、スウェーデンの 5 か国が 2023 年に「PFAS

包括規制案（制限案）」を REACH に提出し、全用途を対象とする禁止（例外限定）を骨子

とした制限案が議論されている。 

この制限案は、用途別に除外／猶予を認めるオプションを含め、最終案（第 14 版）が 2025

年 8 月に公表された。 

また、EU は 2025 年 10 月から、消火用泡（foam）での PFAS 使用制限を段階的に導入

する方針を示しており、可搬式消火器、訓練用途、産業用途等に対する適用猶予期間も設け

る案が報じられている。 

加えて、欧州委員会は、将来的な消費者製品用途への PFAS 全面使用禁止（例外付き）も

構想しており、規制強化の中枢政策となっている。 

 

アメリカ合衆国（米国） 

米国では環境保護庁（EPA）が PFAS 規制を強めており、特に飲料水（公共水道）におけ
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る基準導入が大きな焦点となっている。2024 年 4 月には、PFOS および PFOA の水道水基

準を従来の 2 物質合算 70 ng/L から、各物質 4 ng/L に改定する案を発表した。 

これに対応して、EPA は PFOA、PFOS 等を「有害物質（hazardous substances）」として

スーパーfund プログラム（汚染土壌・汚水除去の枠組み）に指定する措置もとった。これ

により、汚染事故の報告義務や除去義務が発生した。 

ただし、2025 年 5 月時点、EPA は基準値達成の時期を 2029 年から 2031 年へと先送りす

ることを決め、実質的に猶予を与える政策シフトも報じられている。 

また、米国では州ごとに PFAS 規制が異なり、例えばミネソタ州などは州独自の PFAS 飲

料水基準を設ける例もある。さらに、国防予算法（NDAA）を通じて、より多くの PFAS を

化学物質インベントリ（TRI）に追加する動きもある。 

 

 

その他の国・地域 

・フランスでは、PFAS の製造・輸入・販売禁止を段階的に拡大する法律を制定し、化粧品、

テキスタイル、ワックスなど複数用途での PFAS 使用を禁止する方向だと報じられてい

る。 

・中国については、PFAS（特に全フッ化オクタン酸およびその塩類など）に関して、全国

的な禁止・制限措置は未発表ではあるが、生産実態把握と代替物質の検討を行う動きがあ

るとの報道もある。 

・カナダ、オーストラリア、韓国などでも、PFAS に関する物質評価・使用規制・排出管理

強化の方向性が議論されており、特定物質から始めて拡張するアプローチがとられる傾

向にある。 

 

日本における規制・制度体系について 

「令和 8 年 4 月からの水質基準化」 

日本政府は、PFOS および PFOA を従来の「水質管理目標設定項目」から「水質基準項

目」に格上げする法令改正を行うことを決定した。2025 年 6 月 30 日に関係省令が公布さ

れ、令和 8 年（西暦 2026 年）4 月 1 日から適用される見込みである。 

これにより、水道事業者には PFOS・PFOA について水質検査義務および基準遵守義務が

課されることになるほか、公共用水域等における PFOS・PFOA の指針値も暫定指針から正

式な指針値として位置づけられる。 

基準値自体は、暫定目標同様に 50 ng/L が据え置かれる予定である。ただし、制度移行後

のモニタリング義務や罰則・報告義務など詳細設計は今後検討される。 

 

この水質基準化によって専用水道設置者等の地下水利用者は、令和 8 年 4 月 1 日までに、

検出された PFAS を基準値となる 50 ng/L 以下となるよう対策を講じなければならない。 
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1-3 国内の PFAS 検出状況 

■国内における PFAS の発生状況 

令和 2 年度、環境省では有機フッ素化合物について、水環境における全国的な存在状況

を把握するため、全国 143 地点にて調査を実施したところ、12 都道府県 21 地点において

水環境の暫定的な目標値(PFOS 及び PFOA の合計値で 50 ng/L）の超過が確認された。 

その後も、マスコミや自治体による独自の調査が行われ、その結果の公表により、PFAS の

検出はより広範囲に拡大の傾向が見られる。 

民放テレビ局の調査結果によっても、22 都道府県 47 地点で非常に高濃度の PFAS が検

出されたことが公表され、更なる調査（水質、土壌、血中濃度、健康被害等）の必要性が報

じられている。 

 

■PFAS 問題の事例 

東京・多摩地区は全国的にも深刻なホットスポット（汚染地帯）となっているため、東京

都水道局は 11 ヵ所の浄水所・給水所で、水道水源としていた地下水からの取水を停止した。 

公共の水道では、このように水源の変更や停止など PFAS 濃度に応じた処理によって、暫定

目標値を下回る安全な水の供給に向けた対策に取り組んでいるが、専用水道設置者など地

下水を利用する施設からは切実な問題が聞こえてくる。 

国立市の一橋大学では、キャンパス内の飲み水や食堂で古くから地下水を利用していた

が、200 ng/L 以上の高濃度 PFAS が検出され、年々その濃度に上昇がみられた。同大学で

は、厚生労働省が水質管理の暫定目標値を定めたことを受け、2020 年春に地下水の利用を

やめ、上水道に切り換えている。これに伴い、年間の水道代は 1700 万円のコスト増となっ

ている。 

同じ国立市内の桐朋学園男子部（小中高）でも地下水を利用していたが、国立市内の地下

水から 562 ng/L の PFAS が検出されたことを受け、地下水の使用を取りやめた。 

こうした東京都多摩地域での PFAS 汚染は、地下水の流向等から、その汚染源は 2012 年に

約 3000 リットル以上の泡消火剤が漏出したことを認めている米軍横田基地であると推測さ

れているが、日米地位協定の問題等から、立ち入り調査は進んでいない状況である。 

 また、岡山県吉備中央町では 2023 年 11 月、沢に近い資材置き場からフレコンバック入

りの使用済み活性炭が約 580 袋発見され（写真１）、その周囲の土壌からは約 62,000 ng/L

の高濃度 PFAS が検出された。沢水を水源とする近くの浄水場からは暫定目標値（50 ng/L）

を上回る値で PFAS が検出されており、関連は断定されていないものの、放置された活性炭

が排出源の可能性が高いとみられている。 
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写真 1：朝日新聞デジタルより 

 

 

1-4  PFOS、PFOA 全国調査結果一覧（環境省） 

環境省では、有機フッ素化合物について、水環境における全国的な存在状況を把握するた

め、令和２年度に有機フッ素化合物全国存在状況把握調査を実施した。 

 

地点調査 

本調査では、各都道府県の有機フッ素化合物

の排出源となり得る施設周辺等の計 143 地点に

おいて、PFOS 及び PFOA は全地点、PFHxS は

そのうち各都道府県の１地点を対象に調査を実

施した。本調査における地点区分ごとの調査点数

を表 1 に示す。 

排出源となり得る施設としては、泡消火剤を保

有・使用する施設、有機フッ素化合物の製造・使

用の実績がある施設、廃棄物処理施設、下水道処

理施設等が挙げられている。 

 

 

調査の概要 

本調査における結果の概要は以下のとおり。 なお、調査地点及び各調査地点における測

定結果の詳細については、次頁表 2「環境省：令和 2 年度有機フッ素化合物存在把握調査結

果一覧（PFOS 及び PFOA）」にまとめた。 

排出源となり得る施設としては、泡消火剤を保有・使用する施設、有機フッ素化合物の製

造・使用の実績がある施設、廃棄物処理施設、下水道処理施設等が挙げられている。 

表 1 環境省令和 2 年度有機フッ素化合物 

全国存在状況把握調査結果について 
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表２-1 令和 2 年有機フッ素化合物存在把握調査結果一覧 
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表２-2 令和 2 年有機フッ素化合物存在把握調査結果一覧その 2 
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図.「環境省 令和 2 年度有機フッ素化合物全国存在状況把握調査の結果について」（2021 年 6 月 22 日）

より 

 

 

• 要監視項目 PFOS および PFOA 

調査を実施した 143 地点のうち、12 都府県の 21 地点において水環境の暫定的な目標値

（PFOS および PFOA の合算値で 50 ng/L）の超過が確認された。 

なお、暫定的な目標値を超過した地下水・湧水は、いずれも飲用用途の水ではなかった。 

• 要調査項目 PFHxS 

調査を実施した 47 地点のうち 36 都道府県の 36 地点において 0.1 ng/L（報告下限値）以上 

の検出を確認し、最大値は 28 ng/L であった。 

 

 

 

表２-3 令和 2 年有機フッ素化合物存在把握調査結果一覧その 3 
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Ⅱ．PFAS の処理技術について 

本章では、PFAS を対象とした代表的な処理技術について解説する。 

現在、実用化が進んでいる主な処理方法には、活性炭処理、イオン交換処理、ナノろ過（NF）

および逆浸透（RO）膜処理が挙げられる。これらの技術は、除去対象とする PFAS の濃度

や、PFAS 以外の原水成分、処理水量、導入コスト、維持管理の難易度、発生する廃棄物管

理等の観点から、それぞれに特徴と課題がある。 

以下に、代表的な処理技術における PFAS 除去率、残渣およびコストの概要を示す。本章

では、この比較表をもとに、各処理技術について順に解説する。 

ここでの記述は主に中央大学 山村教授を座長とする PFAS の処理技術等に関する研究会

が 2023 年にまとめた調査報告書：「水道における PFAS の処理技術等に関する資料集」（水

道技術センター）1)を参考としている。 

 

              表 3 処理技術の比較 

 

    図： 水道技術研究センター「水道における PFAS の処理技術等に関する資料集」に一部加筆 

2-1 活性炭処理 

活性炭処理は、PFAS 除去の対策として最も研究されている処理である。活性炭は、浄水

処理システムにおいて有機化合物を吸着させるために一般的に使用されている。吸着とは

PFAS のような物質を液相と固相の界面に付着させることを意味する。 

活性炭は微細孔と呼ばれる小さな孔を炭素内部に網目状に構成しており、その表面積は

1g あたり 1,000〜2,000 ㎡にもなる。これは、小さじ半分ほどの量でテニスコート約 4 面分

の面積を持つことになる。活性炭はこの広い表面積を使って空気中や水中のあらゆる汚れ
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を吸着する役割を担っており、冷蔵庫の脱臭から工場の産業排水処理まで実に幅広い用途

に使われている。 

活性炭吸着処理において重要な技術用語に「平衡吸着等温線」がある。平衡吸着等温線と

は、一定温度において活性炭と吸着対象原水とを接触撹拌させて平衡状態に達したときの

吸着物質の濃度と吸着量との関係を表すのが平衡吸着等温線であり２)、処理対象の原水と活

性炭における吸着量を推定する上で重要である。吸着量は活性炭塔における活性炭吸着性

能の実用有効期限を支配している。また、その実用有効期限すなわち寿命（ライフ）と強く

関係している。原水に応じた活性炭の寿命を調べるには、小型の活性炭塔（カラム）を用い

て通水する多大な労力を必要とする。それを簡単に短期間で予測する標準手法に米国水道

協会 AWWA で認定された加速小規模カラム試験（RSSCT）3)がある。この試験は使用する

粒状活性炭を 60/80 メッシュに調整し細いカラムに充填して高速に通水する方法であるが、

やはり理化学的機器を必要とし繁雑な操作であることは否めない。なお、本協議会の分析会

社である株式会社 MIZUKEN はこれら平衡吸着等温線や RSSCT を用いた活性炭寿命を予

測する試験を、有料にて受託している。  

 

 

 

2-1-1 粉末活性炭処理 

粉末活性炭（Powdered Activated Carbon：PAC、粒径 150 µm 以下）は、活性炭の製造

工程において賦活後の活性炭を微粉砕し、粉末状に分級することで得られる。粒状活性炭

（Granular Activated Carbon：GAC、粒径 0.2–5 mm）と並び、両者は水処理分野において

使い分けられてきた。 

粒子径が小さい粉末活性炭は単位質量当たりの比表面積が増加し、吸着速度および吸着
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量が向上することが知られている 6）。同一のヤシ殻活性炭を用いた場合、粉末活性炭（D₅₀

＝45 µm）と粒状活性炭（D₅₀＝836 µm）とでは、PFOA に対する吸着性能に大きな差が認

められている。Langmuir 吸着等温線に基づく推算では、粉末活性炭（PAC）の吸着量 q は 

331 mg-PFOA/g-活性炭であるのに対し、粒状活性炭（GAC）では 54 mg-PFOA/g-活性炭 

とされ、粉末活性炭の吸着量は粒状活性炭の約 6 倍に達することが示されている 7)。 

大型浄水処理では水源のカビ臭など異臭味が増加した場合に、原水に直接粉末活性炭を

投入散布（混和法と呼ぶ）して応急的に脱臭処理に使う例が多い。粒状活性炭は恒久的に異

臭やトリハロメタンなどの消毒副生成物の前駆物質を除去する目的で吸着塔または吸着池

の形状の固定床型の装置に使われている。このように、粒状活性炭は恒久的な装置として構

成される一方、粉末活性炭は初期費用が廉価な応急的な処置として使い分けられている。     

本ガイドラインで対象としている地下水専用水道利用者には、大型浄水場とは運用形態が

異なるため、応急的な処置として粉末活性炭を用いるプロセスは馴染みが薄い。また、粉末

活性炭は粒径が小さいことで、処理水への懸濁や流出を防ぐための固液分離工程（沈殿、凝

集、ろ過等）が必要となるため、先の表 3 には「他の処理工程の前段に添加する」と記した。

その点においても混和法は地下水専用水道には適さないと考えられる。 

一方、粉末活性炭を薄層状に固定させて用いる恒久的な処理装置として、MF 膜・機能性

粉体添着法が開発されている。本技術は、精密ろ過膜（MF 膜）の表面に機能性粉体（ここ

では粉末活性炭）を添着し、形成された粉体層を介して PFAS 含有原水を通過させる処理技

術である（図 2）。株式会社流機エンジニアリングにより実用化（特許 7138356 号、

WO2022/085210A1）されており、2023 年 4 月から沖縄県宜野湾市の親水公園における

PFAS 浄化対策として稼働している。詳細については、本ガイドライン処理事例集（39 頁）

および関連製品・サービスの紹介（55 頁）に記載されている。 

MF 膜・機能性粉体添着法は、粉末活性炭を MF 膜表面に固定化することにより、体積当

たりの吸着材存在量を高く保持し、活性炭が本来有する吸着性能を処理プロセス上で有効

に発現させる技術である。粉末活性炭は定期的な交換を要するものの、その取り出し・交換

や残渣の脱水処理は処理装置内に組み込まれている。 

本技術で用いられている MF 膜にはプリーツ状のカートリッジ膜モジュールを採用して

おり、粉末活性炭添着層は 1 mm 程度と極めて薄い。従来の粉末活性炭の原水に散布する方

法（混和法）と異なり、固定層ろ過なので化学工学的解析手法を採用でき吸着量は平衡吸着

等温線を参照することができる。 

なお、本ガイドラインでは PFAS の分子鎖長には言及していないが、粉末活性炭による

PFAS 除去性能は、分子鎖長の増加に伴い向上することが知られている。本技術を用いた場

合、長鎖 PFAS では除去率 90％以上という高い除去水準を維持した状態でのベッド体積

（Bed Volume：BV＝処理水量／活性炭層体積）が 45,000 BV を超える例が示されている一

方、短鎖 PFAS では、除去率 40％以上という比較的低い除去水準を維持した条件下におい

ても、ベッド体積は約 16,000 BV にとどまるとされている 8)。 
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図 2 MF 膜・機能性粉体添着法の原理 

 

 

 

2-1-2 粒状活性炭処理 

活性炭は、ヤシ殻、木質、石炭などを原料とし、高温で炭化・賦活処理を行って得られる

多孔質吸着材である。その表面には微細な孔が発達しており、比表面積が大きく、疎水性有

機化合物や PFAS の吸着に優れた性能を発揮する。PFAS は炭素とフッ素の結合が強固であ

り、環境中で分解されにくい難分解性汚染物質であるため、吸着除去が主要な処理方法とし

て用いられている。 

専用水道等の地下水利用者においても、PFAS の処理技術に関しては、設備導入のしやす

さ、コスト、除去性能、ライフその他の観点から粒状活性炭を使用する事例が多い。 

粒状活性炭も粉末活性炭同様に、長鎖 PFAS（PFOA、PFOS、PFHxS 等）は吸着されや

すく、短鎖 PFAS（PFBA、PFBS 等）は水への溶解度が高いため、除去効率が低下する傾向

にある。加えて、PFAS 以外の原水水質も吸着挙動に影響を与え、特に有機物が共存すると
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活性炭の吸着サイトを競合的に占有するため PFAS 除去性能を低下させることが知られて

いる。 

また、粒状活性炭はその原料によって破過までの期間に差があることが、当 PFAS 部会の 

処理事例（39 頁）によっても明らかになりつつある。事例集②（42 頁）の事例では、ヤシ

殻系の粒状活性炭は破過が早く、飽和状態になると吸着率が急激に低下する傾向が見られ

た。PFAS 濃度が 300 ng/L（PFOS/PFOA 合算値）程度の地下水利用専用水道の事例にお

いて、交換後 1 カ月で 50 ng/L を超過する例もあった。一方、石炭系活性炭では、300 ng/L

（PFOS/PFOA 合算値）程度の原水の場合、50 ng/L を超過するまでに 1 年程度を要し、破

過期間が長いことが確認されている。 

木炭系活性炭においても、PFAS 濃度 100 ng/L（PFOS/PFOA 合算値）程度の地下水利

用専用水道において、交換後 1 年経過しても 10 ng/L 以下を維持しており、吸着飽和まで

の期間、いわゆるライフが長いことが確認されている（48 頁 事例集⑤関東地区専用水道参

照）。 

 

 

 

次頁に株式会社クラレが実施した PFAS 除去性能試験結果事例（図 3、図 4）を示す。 

同社の石炭系活性炭 Filtrasorb と他社製ヤシ殻炭による RSSCT（加速小規模カラム試験）

による PFOS 処理と PFOA 処理における破過曲線の比較だが、新炭・再生炭ともにヤシ殻

炭と比較してライフが長いことが確認できる。加えてヤシ殻炭は、当 PFAS 部会の処理事例

同様、急激に破過する結果となっている。 
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図 3  PFOA 除去の RSSCT -4 種の GAC の破過曲線 ※図 株式会社クラレ提供 

 

 

図 4  PFOA 除去の RSSCT -4 種の GAC の破過曲線 ※図 株式会社クラレ提供 
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活性炭の PFAS 吸着処理のまとめ 

「水道における PFAS の処理技術等に関する資料集」（水道技術センター）1)を参考とし

て、粉末活性炭と粒状活性炭の PFAS 処理技術の特徴をまとめた。 

粉末活性炭 

① 無機カチオン（Ca2+、Cu2+、Mg2+等）は活性炭の表面荷電を中和し、PFAS の電荷の反

発を低減させ、多価カチオンは PFAS 末端官能基と活性炭表面の官能基の架橋を促進

させる 

粒状活性炭 

① ヨウ素吸着量、メチレンブルー脱色力、ABS 価の高いものが良い 

② 溶存天然有機物 NOM(TOC、DOC)は競合し吸着量を低下させる 

③ 長鎖 PFAS の除去性高く、短鎖 PFAS は長鎖 PFAS よりも破過は早い。低炭素数の

PFAS から破過する 

④ 使用済み活性炭は再生可能（高温、有機溶媒、塩）であるが、再生廃液に問題がある。

日本では，活性炭メーカーはまだ取り組んでいない 

⑤ 現在のところ 850〜1100℃程度の焼却処分が推奨されている 

⑥ 埋め立ての場合は脱離の可能性がある。第Ⅲ章に記載しているように PFAS 含有廃棄

物処分は焼却処分に委ねている 

 

 

2-2 イオン交換処理 

イオン交換処理は、PFAS を効率的に除去するための代表的な水処理技術の一つであり、 

特に高濃度の PFAS を高い除去率で処理できる点に特徴がある。 

イオン交換樹脂による地下水中 PFAS の除去には、複数の作用機構が相互に寄与して成立

している。 

第一に、静電的相互作用によるイオン交換反応である。樹脂表面に存在する正電荷官能基

と、陰イオン性 PFAS の間でイオン交換が起こり、PFAS が樹脂内部に静電的に吸着・交換

することで除去する仕組みである。PFAS の中でも、長鎖のカルボン系（PFOA など）やス

ルホン系（PFOS など）に対して高い親和性を示すが、短鎖 PFAS に対しては除去性能が劣

化する傾向がある。 

第二に、疎水相互作用である。PFAS はフッ素化炭素鎖により強い疎水性を有し、樹脂母

体の疎水構造と相互作用することで吸着が促進される。この作用は、特に炭素鎖長の長い

PFAS で顕著である。 

第三に分子構造適合性による選択吸着である。PFAS の選択性樹脂では、細孔径や官能基

配置が PFAS 分子に適合するよう設計されており、競合イオン存在下でも PFAS が優先的
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に保持される。 

一般的にイオン交換処理は、粒状活性炭より PFAS の除去に効果的である。 

ラボスケールで行われる小規模な試験（ベンチ試験）や実規模に近いパイロット試験にお

いて、PFOS や PFOA に対して 97%以上の除去率を得られた一方で、実施設での評価では

その除去性能に大きなばらつきがあり、有効性を示した樹脂の中には、目的に応じて設計さ

れた樹脂があったとしている（表 4）。なお，表４では最大除去率でありばらつきは小さい

ように伺える。 

 

表 4：ベンチ及びパイロット試験並びに実試験での評価における 

イオン交換処理による PFAS の最大除去率 

 

（公）水道技術センター:水道における PFAS の処理技術等に関する研究会：「水道における PFAS の処

理技術等に関する資料集」1)より 

 

 

地下水浄化に適用されるイオン交換樹脂の種類 

地下水中の PFAS は多くの場合、カルボン酸型またはスルホン酸型として陰イオン性を

示す。このため、PFAS 除去には陰イオン交換樹脂が用いられる。 

イオン交換樹脂を用いた PFAS 除去反応は pH に大きく影響され、pH が高い（>10）

ほど 除去率が低くなる。pH は PFAS の状態に影響を 与えないが、イオン交換樹脂の特

性に影響を与える可能性がある。 

 

1）強塩基性イオン交換樹脂 

 強塩基性陰イオン交換樹脂は、第四級アンモニウム基を官能基として有し、pH 条件に依

存しない安定した陰イオン交換能力を示す。PFOS、PFOA といった長鎖 PFAS に対して高

い親和性を有し、地下水浄化の初期対応や高濃度域での処理において実績が多い。 

一方で、地下水中に共存する硝酸イオン、硫酸イオン、炭酸水素イオンなどの無機陰イオ

ンとも競合的に交換反応を起こすため、PFAS 以外のイオンによる交換容量消費が生じやす

いという課題がある。 

なお、既存の地下水利用の水処理装置には、硝酸や亜硝酸の除去の他 TOC（NOM）除去
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に陰イオン交換樹脂が使われている。当然これらのイオン交換樹脂塔では PFAS も除去さ

れるので、既存の主目的イオンの除去向けのために NaCl 樹脂再生を行えば、同時に PFAS

も溶離脱着することは否めない。イオン交換樹脂塔を 2 段に用い、PFAS 除去用の塔を前段

に配置するなどの工夫が求められる。 

 

2)弱塩基性陰イオン交換樹脂 

 弱塩基性樹脂は第三級アミン基等を官能基として有し、疎水性が比較的高いのが特徴で

ある。強塩基性樹脂に比べ交換容量は小さいものの、疎水相互作用の寄与によって一部

PFAS に対して選択性を示す場合がある。ただし、地下水浄化においては pH 変動の影響を

受けやすいため、適用事例は限定的である。 

 

3)PFAS 選択性イオン交換樹脂 

 イオン交換樹脂の長所は、メーカーが PFAS 選択性樹脂を開発し、継続して研究開発を行

っている点等である。これらは、樹脂骨格の疎水性向上、官能基の高密度配置、細孔構造の

最適化等により、PFAS への選択的吸着を強化している。これにより、地下水中の他の成分

との競合が少なく、PFAS を優先的に除去することできる。特に、PFHxA、PFBS など短鎖

PFAS に対しても高い除去能力を有する点が特徴であり、従来の活性炭処理では困難であっ

た地下水汚染への適用が進んでいる。 

様々な種類の樹脂のうち、おそらく最も有望である製品例としては、Amberlite PSR2 

Plus(Dupont 社)、Resin Tech SIR-110-HP(Resin Tech 社)、Purolite A592E および A694E

（Purolite 社）、CalRes2301(Calgon Carbon 社)等がある。 

 

4)使用済みイオン交換樹脂の廃棄物残渣について 

 PFAS 処理にイオン交換樹脂を使用した場合、処理後に発生する残渣および再生排水の取

扱いが課題となる。イオン交換樹脂は PFAS を高効率で吸着する一方、吸着後の樹脂自体が

高濃度の PFAS を含む二次汚染物となるためである。この残渣を安易に埋立処分した場合、

長期的に PFAS が溶出し、土壌や地下水を汚染するおそれがある。 

さらに、樹脂を再利用するための再生工程では、吸着していた PFAS が濃縮された再生排

水として溶出するため、通常の排水処理設備では十分な除去が困難であり機能しない。 

このようにイオン交換樹脂による PFAS 処理は水中から PFAS を除去する点では有効で

あるが、残渣および再生排水の最終的な処理・処分までを含めた総合的な管理体制が求めら

れる。活性炭同様にこのような PFAS 含有廃棄物の適切な処理については、次章Ⅲ「 PFAS

含有廃棄物について」で解説する。 
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5)活性炭吸着処理との比較 

有効な情報が少ない中で、イオン交換樹脂と粒状活性炭のカラム通水比較を行った研究

事例 10)を紹介する。沖縄県大工廻川で採取した河川水に PFOA および PFOS をそれぞれ終

濃度 287 ng/L、923 ng/L（実濃度の 10 倍の濃度）となるように添加し供給水とし、三菱ケ

ミカル製の 2 種類の強塩基性陰イオン交換樹脂(HPA25M、SA12A)と Calgon Carbon 製の

粒状活性炭 GAC(Filtrasorb)を用いφ10 mm、H100 mm のカラムに充填している。ここで

HPA25M は超多孔型樹脂であり、脱色性、耐有機汚染性が高いと言われている。SA12A は

純水製造用の標準的なゲル型樹脂である。 

吸着量の比較を図 5 に示した。ここで図の記号は□：HPA25M、◆：SA12A、✕：GAC で

ある。図 5 から明らかなように吸着量は GAC よりもイオン交換樹脂 2 種の方が高い。PFAS

の吸着量や反応速度は活性炭よりも陰イオン交換樹脂の方が優れているという一般的な情

報と一致することをこの比較例は示している。吸着量を GAC とイオン交換樹脂とを比較す

ると、概ね GAC 30,000 ng/g-AC（単位換算すると 30 ng/mg-AC）およびイオン交換樹脂

45,000 ng/g-AC（同様に 45 ng/mg-AC）程度である。水道水源とする吸着材性能の情報が

少ない中、GAC およびイオン交換樹脂の吸着量はそれぞれこの程度が目安になるのであろ

う。もちろん、吸着材採用の判定には吸着量だけではなく購入価格および廃棄処分費を含め

た総合判断を要することは否めない。 

 

 

図 5  PFOA および PFOS の吸着量比較 10) 

 

6)イオン交換樹脂の PFAS 吸着処理のまとめ 

① 陰イオン交換樹脂が用いられる。粒状活性炭よりも効果的であり、素材はポリアクリル

ゲル＜ポリスチレン樹脂が良い 

② 銘柄に Amberlite PSR2 Plus（Dupont）、ResinTech SIR-110-HP（ResinTech）、Purolite 

A592E、A694E,CalRes2301(Calgon Carbon)、ダイヤイオン SA12,HPA25M(三菱ケミ

カル)がある 
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③ 2 価カチオン（Ca2+，Cu2+,Mg2+等）は負に帯電した PFAS の間に架橋し吸着量を減少

させる 

④ NOM（フミン・フルボン酸）は有機物ファウリングだけでなくイオン交換樹脂と競合

吸着し吸着量を低下させる 

⑤ 使い捨てが主流⇒焼却処分 

 

2-3 NF/RO 膜処理 

PFAS は水環境中で極めて安定であり、従来の凝集沈殿や酸化分解などの処理では十分な

除去が困難な場合が多い。そのため、高度水処理技術として膜分離法の適用は有効な除去手

段として用いられている。 

 

■逆浸透（RO）膜処理 

逆浸透（RO）膜処理は、現在利用可能な水処理技術の中で最も高い PFAS 除去性能を発

揮するプロセスであり、ほぼ全種類の PFAS を対象とした除去が可能な技術である。RO 膜

は緻密な構造を持ち、溶質の透過をほとんど許さない。PFAS の除去機構は主にサイズ排除

と電荷反発によるものであり、PFOA や PFOS といった長鎖 PFAS はもちろん、短鎖 PFAS

に対しても除去率 99％以上を達成することができる。こうした高除去性能から、RO 膜処

理は地下水、上水、工業排水、浸出水処理など幅広い用途で PFAS 対策技術として適用され

ている。 

一方、RO 膜処理の最大の課題は、濃縮排水である。RO 膜は高い除去性能を有する反面、

PFAS を濃縮して透過水とは別に排出するため、排出水には極めて高濃度の PFAS が含まれ

る。当 PFAS 部会の処理事例③でも、原水中の PFAS の数倍の濃度で排出される事例が見

られた。この濃縮水を安全に処理するためには、吸着・分解・焼却などの二次処理を組み合

わせる必要がある。イオン交換処理の再生処理と同様に、排水基準の規定を念頭に置いた濃

縮水対策の検討が必要となる。 

 コストの観点からは、RO 膜は高い圧力（1.0〜5.0MPa 程度）を必要とし、エネルギー消

費が大きいことから、運転コストは NF 膜よりも高く、電力費や高圧ポンプの維持費が全体

コストの大部分を占める。 

初期投資も膜モジュールおよび高圧設備によって高額になる傾向があり、活性炭処理や

イオン交換処理と比較して高額となる。 

膜寿命はおおむね 3 年〜7 年程度とされるが、原水水質の変動や有機物・鉄・マンガンな

どによるファウリング（膜の閉塞）やスケールにより短縮する場合がある。膜性能を維持す

るためには、前処理として精密ろ過や活性炭処理等を組合せ、膜への負荷を軽減することが

有効となる。 
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■ナノろ過（NF）膜処理 

ナノろ過（NF）膜処理は、膜分離技術の中でも比較的低圧（0.5〜2.0MPa 程度）で運転

可能なプロセスであり、PFAS の中でも特に中・長鎖の化合物に対して高い除去性能を示す

技術である。NF 膜は一般的に RO 膜よりもやや透水性が高く、イオンや低分子物質の一部

が透過する特徴を持つ。このため、PFOS や PFOA といった長鎖 PFAS は高い除去率（90

〜99%以上）で保持できる一方、短鎖 PFAS の除去はやや劣る。 

コスト面では、NF 膜処理は RO 膜処理に比べて運転圧が低く、エネルギー消費が小さい

ため、ランニングコストはおおむね 3〜6 割程度に抑えられることが多い。初期費用も RO

膜システムに比べて若干安価となる傾向がある。反面、膜ファウリングやスケーリングの影

響を受けやすく、定期的な洗浄や膜交換が必要とされる。膜寿命（ライフ）は水質や運転条

件に依存するが、一般的には 2〜5 年が目安とされる。ファウリングが進行すると透水量の

低下や PFAS の除去率低下を招くため、適切な前処理（ろ過、活性炭吸着など）の導入が必

要となる。 

NF 膜処理における大きな課題の一つは、RO 膜処理同様、PFAS を高濃度に含む濃縮排

水の発生である。 

一方で NF 膜処理は、エネルギー効率と除去性能のバランスが取れたプロセスとして評価

されるが、短鎖 PFAS への対応や濃縮排水処理との統合設計が今後の課題となる技術であ

る。 
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2-4  PFAS 処理技術についてのまとめ 

以上、粉末活性炭処理、粒状活性炭処理、イオン交換処理、NF 膜/RO 膜処理についての

PFAS 除去特性を解説したが、今後懸念されるのが NF 膜/RO 膜から排出される PFAS の

濃縮排水である。 

国内 8,228 ヵ所ある（令和 2 年度末現在）専用水道でも、NF 膜/RO 膜等の膜処理は幅広

く普及しているが、導入時点での目的は、地下水中の微生物や溶解性成分等を除去して飲料

水基準に適合させることであった。しかし、その結果として NF 膜/RO 膜は PFAS に対し

ても高い除去性能を示すことが確認された、という経緯がある。 

前述したように、NF/RO 膜処理では除去された PFAS が濃縮水側に移動するため、濃縮 

排水中に PFAS が高濃度に存在するという課題が生じる。今後、PFAS に関する排水基準

が国内で整備されることが見込まれる中で、この濃縮排水の適切な処理・処分方法の確立が

大きな課題となるであろう。 

こうした背景から、新たに PFAS 対策を検討する地下水利用者には、PFAS を効率的に除

去しつつ、二次的な環境負荷を抑制する観点から、再生や交換が容易で運用管理性にも優れ

る活性炭処理およびイオン交換処理が導入しやすいものと判断する。ただし、廃活性炭や廃

イオン交換樹脂の再生・再利用についての再生工場は日本にはなく、現状は PFAS 含有廃棄

物として焼却処理処分に頼らざるを得ない。 

一方、処理設備の建設にはそれらの吸着塔の重要な設計因子である空間通水速度（SV）

や面積通水速度（LV）の決定が重要であるがこのガイドラインでは明言できていない。今

のところ、従来の設計指針である活性炭吸着ろ過塔でのろ過速度、LV=10〜20 m/h，SV=5

〜10 1/h12，13)程度を基準にするのが望ましい。 
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Ⅲ． PFOS 及び PFOA 含有廃棄物について  

 

3-1 PFAS 含有廃棄物とは 

本ガイドラインで取り扱う PFAS 含有廃棄物とは、地下水利用者あるいは地下水を水源

とする専用水道運営利用者などがその事業活動において除去過程から発生する PFAS を含

有する固形状または液状の廃棄物すなわち処理濃縮残渣である。PFAS の処理技術について

は第Ⅱ章に詳しく記載しており、現状実用化対応できるのは粉末あるいは粒状活性炭およ

びイオン交換樹脂を用いた吸着除去装置である。したがって、それらの吸着材に吸着濃縮し

た固形物の使用済み廃吸着材が残渣であり、PFAS 含有有機物である。NF 膜や RO 膜を用

いる方法では膜分離工程から排出される濃縮液が該当する。なお、膜分離法を用いる場合に

は膜素材や膜エレメントおよび膜モジュールに PFAS 成分が吸着している可能性は高くそ

の処分には自治体の所轄担当部署との協議をしておく必要がある。ただし、膜濃縮液につい

ては、その量は処理される地下水量に比して 10 から 50％程度と少ないものの連続的に排出

されるので、その他の処理方法と組み合わされることになるものと予測されている。したが

って，ここではその他の処理、活性炭やイオン交換樹脂を用いる吸着分離法から排出される

地下水起源の PFAS を濃縮した使用済み吸着材の廃棄物処理について述べる。 

 一方、PFAS 含有廃棄物については環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課が 2022 年

9 月に発行している 「PFOS 及び PFOA 含有廃棄物の処理に関する技術的留意事項」14)が詳

しい。しかしながら、ここで対象としている地下水を起源とする濃縮残渣についてまでは対

象とされていない。ここでは PFAS 製品の製造や使用段階から排出される含有廃棄物の処

理が主題であるこの技術的留意事項を参考にして地下水を起源とする濃縮残渣に視点をあ

てて概説した。 

 なお、PFAS 含有廃棄物の処理処分については、その濃縮残渣を発生させる処理施設を有

する各自治体（都道府県または政令指定都市など）の「廃棄物対策課」や「廃棄物規制課」

が管轄している。 

また、PFAS 含有廃棄物の処理処分にあたっては、PFOS は 850℃以上、PFOA は 1,000℃

以上（1,100℃推奨）とされており分解効率 99.999％（5 ナイン%、1/105%）以上が求めら

れている 14)。さらに「PFOS 及び PFOA 含有廃棄物の処理に関する技術的留意事項」によ

れば、その後の無害化処理後の残渣（燃え殻 4）の含有濃度管理基準を 5 µg/kg-dry 以下（Ⅳ

章「4-4 固形状廃棄物の PFAS 等含有量試験」参照）にしている 14)。これらの管理基準を満

たす残渣を管理型最終処分場にて燃え殻、ばいじん、汚泥などとして埋立処分することとし

ている（本章「3-4 含有廃棄物の処理」参照）。PFAS 含有廃棄物の処理処分は 1,100℃以上

の焼却処理が基本である 14)。  

現実的に対象となる使用済みの廃活性炭や廃イオン交換樹脂の PFAS 含有濃度を前述の

金井の研究報告書から類推してみる。前述（21 頁）したように GAC では 50 ng/mg-AC
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（ppm）およびイオン交換樹脂では 70 ng/mg-AC（ppm）程度が水道用途では最大であろ

う。また、処理事例集に示されているように粉末活性炭を用いた事例①では活性炭廃棄物の

PFAS 含有率は 40 ppm（40 頁）、粒状活性炭廃棄物を用いた事例⑤ではまだ運転途中であ

り処理水が 50 ng/L に到達するまでに至っていない現状では 10.7 ppm とまだ低いが、これ

らの目安濃度範囲にとなっていると考えられる。 

上記 10〜100 ppm 程度の PFAS 含有廃活性炭や廃イオン交換樹脂等の処理処分にあたっ

ては低濃度であるが、各自治体（都道府県または政令指定都市など）関係部署への報告協議

が必要なのが現状である。 

 なお，廃棄物のサンプリングに関しては JIS K 0060 規格に準ずる。また、固形物の分析

に関しては第Ⅳ章 4-4 の項に記載している。 

含有廃棄物の処理委託（3-3 節）に際し、含有物の代表濃度を把握しておく必要がある。

廃棄物のサンプリングに関しては JIS K 0060 規格に準ずる。 

 

  

3-2. 含有廃棄物の保管・運搬 

 PFAS 吸着処理装置からそれらの使用済み吸着材を抜き取り、一旦貯蔵保管する場合には

次のように詳細な基準が参考資料である環境省の「PFOS 及び PFOA 含有廃棄物の処理に

関する技術的留意事項」に示されている。要約すると「PFAS 使用製品に関する事項」と同

様に 

① 雨水等が入らず、廃棄物が飛散流失および地下に浸透しないコンクリート仕様の床面を

もつ室内にて 

② 保管期間および移動時に取り扱い易く、焼却処分等の分解処理に適した容器であり 

③ 保管物が PFAS 含有物であることの掲示板を表示して、関係者以外が立ち入りできない

策を講じて、定期的に目視監視を行う 

ことである。すなわち，頑丈な室内に、堅牢な容器にて、厳重な管理の下に保管することで

ある。 

 掲示板の表示については次図が参考として例示されている。 

 運搬に関しては保管と同様に PFAS 含有廃棄物が飛散、流出・暴露を防止する必要があ

る。活性炭やイオン交換樹脂の廃吸着材は湿潤状態であるので、保管や運搬の過程でそれら

の残留保持液が浸出しないような保管容器が望ましい。ドラム缶や内袋仕様のフレキシブル

コンテナバックが望ましい。内袋仕様のコンテナバックは、上下から充填する内容物を出し

入れし易い。また容量も 3000L 程度の大容量のものもある。液状の残渣についてはドラム

缶も有効である。粒状残渣についてはオープンタイプで対応可能である。容器の再利用につ

いては、同じく PFAS 含有物であれば問題ないと考えられるし、同一事業所内での異なる場

所の運搬・移動に関しての再利用についても同様である。この場合、運搬に関する業務は産

業廃棄物取得事業者である必要性はない。ただし、移動先が発生事業者と異なる場合は、廃
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棄物処理法上「積み替え保管」に該当することになり、その際の異なる貯蔵場所への運搬・

移動に関しては収集運搬業における積み替え保管の許可が必要となる。委託する処理事業

者との協議にもとづいた処置が必要であるし、各自治体の関係部署への報告協議が必要と

なる。 

 同一事業所内の運搬・移動に関して、最初の行程である PFAS 吸着処理装置から運搬容器

への充填移動に当っては、装置からの抜き出し時に周辺に漏れ拡散しないように方法に注意

しておく必要がある。また別途処理施設での運搬・移動作業において、移送媒体として液体

を使う場合にはその用液についての PFAS 含有濃度の管理や処分が必須である。 

 

図 6 保管場所の表示例（PFOS 含有廃棄物の例） 

 

丸形 1,000 L 

図 7 内袋仕様のフレキシブルコンテナバック 
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3-3. 含有廃棄物の処理委託 

 PFAS 含有廃棄物の運搬または処理処分にあたっては、産業廃棄物処理事業者の認可を受

けた事業者である必要があり、廃棄物処理法に関する規定を遵守して処理委託契約を締結

する。また運搬処分に関しては PFAS を含有する地下水を活用する事業者が発行するマニ

フェストにもとづいて運用管理される必要がある。  

国内では一般社団法人 日本消火装置工業会より「PFOS 及び PFOA 含有廃棄物の処理

に関する技術的留意事項について相談できる処理施設」として表 4 に示した情報が公開さ

れている。 

 

表 4 PFOS 及び PFOA 含有廃棄物の処理に関する 

技術的留意事項について相談できる処理施設 

 

 

PFOA 含有廃棄物（もしくは PFOA 含有廃棄物と PFOS 含有廃棄物が混在しているも

の）については、含有濃度 50 ppm を境に処理施設の対応が異なる場合がある。 

○：相談可能、△：現在検証中、未確認：対応の可否も含め未確認 

出典：一般社団法人 日本消火装置工業会 日消装発第Ｒ０６－２４号 ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ含有廃棄物の処理に関する技術的留意事

項について相談できる処理施設の紹介（2024 年 12 月 23 日） 
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3-4. 含有廃棄物の処理 

国内の複数施設で無害化確認試験が行われた結果、2022 年 9 月発行の参考資料「PFOS

及び PFOA 含有廃棄物の処理に関する技術的留意事項」が策定された。これによると

POPs の熱分解特性を考慮し、PFOS は 850℃以上、PFOA が約 1,000℃以上（約 1,100℃

以上を推奨）という燃焼温度が処理施設の要件に設けられることとなった。ただし、分解

効率と管理目標値の要件を満たすことが確認できている技術であれば、この限りではない

ことも記載されている。 

 

表 5 分解処理に関する技術的留意事項 

処理方法 PFOS または PFOA が確実に分解される方法で実施すること。 

・事前確認試験の実施：PFOS または PFOA の分解効率が

99.999%以上であること 

・分解処理時の管理目標値：分解処理時に生じる排ガス・排水・

残渣における濃度基準 

排ガス中濃度：60 µg/m3N 廃水※中濃度：1µg/L  

残渣中濃度：5 µg/kg-dry 

※廃水は、焼却施設から発生する時点であって、排水処理等の後に公共用水域等に排

出される排水とは異なる。 

処理施設の構造 廃棄物処理法における処理施設の技術上の基準を参照。焼却施設

にあっては、燃焼温度が PFOS は 850℃以上、PFOA が約

1,000℃以上（約 1,100℃以上を推奨）でガス滞留時間が 2 秒以上

であること。 

処理施設の維持管理 処理能力に対して適正な投入管理を行う。混焼率 3％が上限の目

安と考えられている。 

保管 囲い設置、掲示板、飛散・流出・地下浸透の防止措置、保管容器 

等 

処理委託・収集運搬 産業廃棄物管理票（マニフェスト）の交付、運搬時の飛散・流出

防止措置 等 

 

 

温度の要件に関しては各々の施設の構造等に起因して、更に高い燃焼温度が必要になる場

合も、比較的低い燃焼温度で分解処理可能な場合も想定され、また処理方式に関しても焼却

処理以外による分解処理が排除されるものではない。そのため、本格的な分解処理に先立ち

各施設において確認試験が実施されている。確認試験をもとに分解効率等や排ガス、廃水、

残渣等の PFOS 等または PFOA 等の濃度等の管理目標値を確認した上で、適切な分解処理

が可能な条件を各施設で設定されており、必ずしも焼却温度 1,000℃ 以上、ガス滞留時間
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２ 秒以上を保てなくとも各施設で設定した条件・管理目標値に従って分解処理が実施され

ている。図 8 および図 9 に国内の代表的な分解処理設備を示す。 

 

 

図 8 処理施設事例 1：エコシステム千葉株式会社 1 号炉 

ロータリーキルン式焼却炉 

 

図 8 処理施設事例 1 に記したのは エコシステム千葉株式会社 1 号炉 ロータリーキ

ルン式焼却炉のフローシート図である。廃棄物をブレンドして熱量などを調整後に投入す

る。混ぜられない廃棄物は専用の投入・噴霧口から投入する。廃棄物の性状の対応範囲が広

いため、様々な廃棄物に対応可能となる。焼却で発生したガスは、十分に燃焼させた後にボ

イラーで熱回収を行い、急冷してダイオキシンの発生を抑制し、中和・触媒設備を通じて大

気汚染の原因となる NOx など成分を確実に無害化した後、大気放出される。 

焼却で発生した燃え殻は、最終処分場へ埋立処分を委託するほか、別途再資源化し有効活

用されている。焼却過程で発生した熱エネルギーはボイラーで回収して発電を行い、場内電

力として活用し、余剰分は電力会社に売電されている。焼却工程から発生する鉄スクラップ

は回収し、再資源化が行われている。 

 

 

図 9. 処理施設事例 2：株式会社クレハ環境  

ウェステックいわきロータリーキルン式焼却炉 
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図 9 処理施設事例 2 に記したのは株式会社クレハ環境 ウェステックいわきのロータリ

ーキルン式の焼却炉のフローシート図である。多種多様な廃棄物を混焼処理している。一次

燃焼炉はキルンで燃焼温度が 1,000〜1,150℃、二次燃焼炉はジェットファーネス型の旋回

流燃焼炉で燃焼温度が約 900℃、ガス滞留時間は一次および二次燃焼炉の合計で 6〜8 秒で

ある。キルン内の固形物は約 1 時間滞留した後に、燃え殻として排出される。処理する廃棄

物は、固形物である汚泥や廃プラスチック類、感染性廃棄物と、液体状である廃油、廃酸・

廃アルカリなどがあり、それぞれの性状に適した投入経路から炉内に投入される。 

キルンは固形物の性状（大きさ・硬さ・粘性・含水率）や発熱量、投入量等の変動に対し

て自由度が高く、安定した連続運転できるのが特徴である。キルン内の温度は、バーナー側

から燃焼ガス流れの並流方向に温度勾配があり、固形物はキルン内の耐火物からの輻射熱

を受ける。キルン内の空間は燃焼用空気が乱流で流れており、固形物がキルン内壁をすべ

り・転倒しながら、予熱・恒率乾燥・減率乾燥・燃焼・後燃焼へと進行し、固形物表面での

酸素移動が促進される。二次燃焼炉では旋回流による燃焼ガスと空気の混合により、POPs

を含む固形物や液状物から POPs 成分が効率的にガス化し、高温下での燃料ガスと空気の

滞留と混合により難分解性の POPs 成分が熱分解される。二次燃焼後の燃焼ガスは、アル

カリ水によるスプレー方式の急冷塔と循環方式の洗浄塔および、湿式の電機集塵機にて洗

煙と除塵がされる。洗煙工程においては、燃焼ガスからの DXNS （ダイオキシン類）発生抑

制と熱分解した残成分の除去が行われ、確実な無害化処理が達成されている。 

これらの廃棄物処理施設における PFOS 含有廃棄物および PFOA 含有廃棄物の投入量は、

各社の施設で異なるため事前に処理を委託する企業へ相談の上進めるのが良い。委託処理

の流れは，廃棄物の発生場所・種類・性状・数量・排出時期などの必要な情報を準備提供し

両者確認後、①サンプル評価・処理方法の検討 → ②見積・契約締結 → ③引取日の決

定 → ④配車・運搬 → ④受入れ・処理 → ⑤処理完了・処理報告 の手順となる。 
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Ⅳ．PFAS の分析技術 

令和 8 年 4 月から水道水質基準に採用される PFOS および PFOA（PFOS 等と呼ぶ）は、

合算で 50 ng/L の基準値が設定された。既に水質基準である有機化合物（揮発性有機化合

物等）については、その基準値の単位はμg/L レベルであり、今回の PFOS 等の基準値は有

機化合物の中では極めて低いオーダー（1/1,000）である。さらに、PFOS 等は多くの分野

で使用されており、世界中の至る所から検出されるほどどこにでも存在している。 

こういった背景から、PFOS 等の分析には外部からの汚染に十分な注意が必要で、採取時

および分析時において、汚染防止の方法を備えておく必要がある。 

 

4-1  PFOS 等の試料採取方法 

4-1-1 採水容器の準備 

外部からの汚染を防止するためには、できるだけ検体が外部と接触する機会を減らす必要

がある。また、接触する容器については十分洗浄されて PFOS 等が付着していないものを

用いなければならない。具体的には、次の手順で行う。 

ア 容器の洗浄 

検査に必要な量（検体水量は、その分析機関の濃縮倍率による）以上の水量が入るポリ

容器に、少量のメタノールを添加して容器内全てを回しながら内壁を洗浄する。ガラス

容器は PFOS 等が吸着しやすいので使わないこと。 

イ 採水までの容器の保管 

洗浄後、採水までの間は、容器に蓋をして、大気から吸着汚染をしないように保管して

おく。 

 

4-1-2 採水方法 

ウ 採水作業 

汚染防止の観点から、可能な限り、検体は蛇口から容器に直接採取する。容器は事前

に洗浄されているため共洗いしなくていい。満水まで採取し、しっかり蓋をする。なお、

シールドテープ等はテフロン等フッ素系のものがあるので使用しないこと。 

エ 採水後の運搬・保管 

PFOS 等は保管中に分解しないので冷蔵の必要はないが、高温、太陽光に長時間さら

されると生物繁殖等の恐れがある（水道水以外の検体の場合は特に注意）ので、速やか

に検査に回すか、遮光冷暗所での保管が必要である。 

 

4-２  PFOS 等の分析方法 

水道水における PFOS 等の分析方法は、現在、「水質管理目標設定項目の検査方法 (平成

15 年 10 月 10 日付け健水発第 1010001 号、厚生労働省健康局水道課長通知の最新改正版)」 
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で示されているが、令和 8 年 4 月から水質基準化に伴い、「水質基準に関する省令の規定に

基づき環境大臣が定める方法（平成 15 年厚生労働省告示 第 261 号）」で検査方法が示され

ることが予定されている。（提案によると、これまでの検査方法を基本とされているので、

それをもとに分析方法を説明する）････令和 8 年 4 月には文章を要修正 

 

水道水の分析方法を次のフローに示す。 

 

 

図 10 水道水の PFOS 等分析方法フロー 

 

4-3  PFOS の検査回数の判断 

 PFOS の検査頻度については環水大管発第 2506305 号にて、原則 3 ｶ月に 1 回以上を基本

とされている。だたし、条件によっては検査頻度の減、全量受水の場合の検査省略を検討す

ることができるとされている。 

 下記に検査回数の判断を示す。 

　10～500mL

　←混合内部標準液(100ng/mL) 50μL

　陰イオン交換樹脂

　コンディショニング

①0.1%アンモニア・メタノール 4mL

②メタノール 4mL

③精製水 4mL

　5mL/min

　←精製水 5mL

　0.1%アンモニア・メタノール 5mL

　バックフラッシュ

　N2ガスで0.5～1mLまで濃縮

試料

固相カラム

脱水

溶出

吹き付け・定容

LC-MSMS分析
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図 11 PFOS の検査回数の判断（1） 

 

 

 

図 12  PFOS の検査回数の判断（2） 

 

 

水質基準に関する省令改正の概要について（環境省、令和７年８月） 

水質基準に関する省令改正の概要について（環境省、令和７年８月） 
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図 13   PFOS の検査回数の判断（3） 

 

 

 
 

図 14   PFOS の検査回数の判断（4） 

 

 

 

水質基準に関する省令改正の概要について（環境省、令和７年８月） 

水質基準に関する省令改正の概要について（環境省、）令和７年８月） 
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4-4  固形状廃棄物の PFOS 等含有量試験方法 

環境省は、水道事業者において、PFOS 等を含む水の処理に用いた使用済み活性炭の適切

な管理について通知されている （令和 7 年 3 月 27 日付け事務連絡）。使用済活性炭の保管、

適正処理について述べているが、環境省が発行した 2022 年 9 月の参考資料「PFOS 及び

PFOA 含有廃棄物の処理に関する技術的留意事項（技術的留意事項と呼ぶ）」において、分

解処理後の含有量が 5 µg/kg-dry を超過する場合、技術的留意事項に即して適切に廃棄する

よう求められている。 

廃棄物処理については、本マニュアル 4.4 に記載されているため、ここでは使用済活性炭

が含有する PFAS の試験方法について説明する。 

なお、技術的留意事項においては、活性炭だけを分類した試験法はなく、固形状廃棄物（燃

え殻、ばいじん、鉱さい、汚泥等）の項目に属すると考えられるため、イオン交換樹脂も同

じ項目に属するとみなし、この試験方法を適用するものと考える。 

 

 

 

図 15   固形状廃棄物中の PFOS 等含有量試験方法フロー 

　5ｇ以上（乾燥重量当たり）

　←混合内部標準液

　 　メタノール20mL、ギ酸を添加

　30分振とう抽出、30分超音波抽出

　10分遠心分離（3000rpm）

　上澄みを別の遠沈管に回収

　上記抽出作業を3回繰り返す

　←精製水で希釈

　逆相または合成吸着剤(陰イオン交換等)

　5～10mL/min

　N2ガスで濃縮

　1mLに定容

LC-MSMS分析

溶出

吹き付け

定容

試料

抽出

固相カラム
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PFAS 処理事例集 

ここに紹介する事例は PFAS 除去システムとして新規に設計施工された事例①の他、新

規吸着塔を追加した事例を除いて、多くの場合は既存の「遊離塩素除去用の活性炭塔」が 

PFAS 除去機能を併せ持つ特性を生かして転用している事例である。あるいは既存の除鉄除

マンガン塔の機能を見直し PFAS 除去活性炭吸着塔に転用させた事例である。併用機能を

兼ねた有利塩素除去用活性炭吸着塔で言えば、既存設備の改造・追加することなく活性炭種

の変更により既存システムを PFAS 除去機能も兼ね備えた装置システムにうまく転用させ

た事例と言える。また既存の除鉄除マンガン塔の機能を見直し PFAS 除去活性炭吸着塔へ

の転用もしかりである。 

しかしながら、これらの既設塔の転用は従来からの設計が採用されており、除去目的が異

なるシステムから PFAS 除去システムに転用・転向させるには、やはり不具合も生じる。

「遊離塩素除去用の活性炭塔」のろ過速度は、従来の浄水システムにおける活性炭吸着ろ過

塔でのろ過速度、LV=10〜20 m/h，SV=5〜10 1/h12，13)よりも大きい値が採用されており、

高速吸着ろ過の弊害を避けて転用する必要がある。 

 RO 膜や NF 膜などの塩類除去用装置あるいは硝酸亜硝酸イオン除去用のイオン交換樹脂

塔などでは、常時排出される RO 濃縮水や定期的に排出される樹脂再生廃水などにおいて、

高濃度の PFAS 排出水の問題が現存している。 

近い将来，環境水質基準に基づいて水質規制される状況において、これらのシステムを

PFAS 除去システムに転用・転向させるには課題は多い。こうした状況において，濃縮水や

再生廃水を排出させる既存システムの前段に PFAS 除去用の活性炭吸着塔や陰イオン交換

樹脂を追加することで解決させた例を事例③と⑦に紹介している。   

第Ⅱ章「PFAS の処理技術について」のシステム装置イメージを膨らませていただくため、

ここで紹介する事例が役に立てば幸いである。 
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① 宜野湾市親水公園  
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事例② 多摩地区専用水道（病院） 
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事例③ 東北地域 専用水道（病院）  
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事例④ 東北地域 専用水道（商業施設） 
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事例⑤ 関東地区 専用水道（商業施設） 
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事例⑥ 関東地区 地下水利用工場 
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事例⑦ 千葉県 地下水利用（工場） 
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事例⑧ 埼玉県 専用水道（老人福祉施設） 
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       PFAS 処理技術関連製品・サービスの紹介 

（開発中の技術もありますので、個別にお問い合わせください） 
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① 株式会社流機エンジニアリング 
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② ウシオ電機株式会社 
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③ 株式会社クラレ 
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④ ルミライト・ジャパン株式会社 

 



60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 

 

⑤ 新日本電工株式会社 
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⑥ アドバンテック東洋株式会社 
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